
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 損害金請求に関する規約（抜粋） 

 

（対 象） 

第３条 次の各号に該当する場合、契約者に対し第４条に定める損害金を請求する。 

 （１）契約者の過失により、当社が設置または貸与した機器を破損、滅失させた場合。 

 （２）契約者が、当社サービスの契約解除後、当社が指定する期日までに機器の返却が 

   行われなかった場合。 

 （３）当社が第１条記載の契約約款等の定めに基づき契約を解除し、当社が通知したに 

   も関わらず当社が指定する期日までに機器の返却が行われなかった場合。 

 

（対象機器・損害金） 

第４条 対象機器・損害金を「別表１」のとおり定め、第３条に該当する契約者に対し算 

定し、請求する。なお、機器仕入時の価格や機器の価値、社会情勢等を考慮し、対象機

器・損害金を変更する場合がある。 

２ 契約者は、損害金を別に定める支払期日までに、当社が指定する方法で支払うことと 

する。 

 

３ 次の各号に該当する場合、当社は、損害金を請求した機器の返却に応じないこととす 

る。 

（１）返却された機器がサービス提供に支障がある状態であった場合。 

（２）契約者が、当社が通知したにも関わらず指定する期日までに機器の返却を行わず 

   当社が損害金請求額を書面にて通知した場合。 

 （２）契約者が、損害金の支払いを終えている場合。 

 （３）当社が各契約約款等の定めに基づき契約を解除し、未納となっている利用料及び 

損害金等の債権回収を委託した場合。 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第４条関係） 

サービス レンタル品等 損害金（税込） 

ＴＶ 

Ｖ－ＯＮＵ １１,０００円 

Ｂ－ＣＡＳカード ２,２００円 

Ｃ－ＣＡＳカード ３,３００円 

ＳＴＢ(ＬＳ－２００Ｐ) １６,５００円 

ＳＴＢ(ＪＣ３５００) １３,２００円 

ＳＴＢ(ＪＣ３６００) ５,５００円 

ＳＴＢ(ＴＺ－ＨＤＴ６２０ＰＷ) ４４,０００円 

ＳＴＢ(ＢＤ－Ｖ５７００Ｒ) ４４,０００円 

ＳＴＢ(ＴＺ－５００Ｂ) ２６,４００円 

ＳＴＢ(ＴＺ－ＨＴ３５００ＢＷ) ４９,５００円 

ＩＮ 

ケーブルモデム(ＦＣＭ－１６０Ｊ) ４,５１０円 

ケーブルモデム(ＢＣＷ６２０Ｊ) ４,５１０円 

無線ＬＡＮ内蔵モデム（ＢＣＷ７２０Ｊ） ８,８００円 

Ｄ－ＯＮＵ １２,１００円 

ＨＣＮＡ子機 ２０,３５０円 

無線ルーター ５,５００円 

ＬＴＥ ２２,０００円 

みねっとＡｉｒ ２７,５００円 

ＣＰ 
ＥＭＴＡ １１,０００円 

ホームゲートウェイ １３,２００円 

 


